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船橋市教育委員会会議臨時会会議録 

 

１．日  時  平成２４年１０月３１日（水） 

開 会  午後２時００分 

閉 会  午後２時３５分 

 

２．場  所  教育委員室 

 

３．出席委員  委員長職務代理者        山 本  雅 章 

委     員         石 坂  展 代 

委     員         中 原  美 惠 

教  育  長         石 毛  成 昌 

 

４．欠席委員  委  員  長         篠 田  好 造 

 

５．出席職員  管理部長            石 井  雅 雄 

管理部参事兼教育総務課長    二 通  健 司 

 

６．議  題  

第１ 議決事項  

 議案第５６号 職員の処分について 

 

７．議事の内容 

【委員長職務代理者】 

 それでは、ただいまから教育委員会会議臨時会を開会いたします。 

 本日の会議を開催するに当たりまして、篠田委員長が所用により会議を欠席することになりまし

た。委員長職務代理者である私、山本が委員長に代わり、この会議を主宰させていただきますので、

ご報告いたします。よろしくお願いいたします。 

 なお、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第２項の規定により、出席委員数が定

足数に達しておりますので、本日の会議は成立するものといたします。 

 それでは議事に入りますが、議案第５６号は、船橋市教育委員会会議規則第１４条第１項第１号

の「任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関する事項」に該当しますので、非公開とした

いと思います。 

 ご異議ございませんか。 

 

【各委員】 

 異議なし。 

 

【委員長職務代理者】 

 異議なしと認めます。議案第５６号を非公開といたします。 

 なお、本議案につきましては、石毛教育長ご本人の一身上に関する事件も含む案件ですので、地

方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条第５項の規定により、石毛教育長にはご退席お願
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いいたします。 

 

（石毛教育長退席） 

 

【委員長職務代理者】 

 それでは議事に入ります。議案第５６号について、教育総務課、説明をお願いいたします。 

 

 

議案第５６号「職員の懲戒処分及び文書訓告について」は、教育総務課長から説明後審議

に入り、全員異議なく原案どおり可決された。 

 

【委員長職務代理者】 

 それでは、これで教育委員会会議臨時会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 


